
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償

及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

二
六
四

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の

金
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
六
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件

二
六
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
六
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

二
六
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
六
八

公

告

○
農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
六
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

二
六
八

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
〇
八
一
円
」
を
「
四
、
九
四
一
円
」
に
、
「
一
三
、
三
八
四

円
」
を
「
一
二
、
九
五
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
五
八
九
円
」

を
「
五
、
四
三
六
円
」
に
、
「
一
三
、
三
八
四
円
」
を
「
一
二
、
九
五
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
一
六
四
円
」
を
「
六
、
〇
四
九
円
」
に
、
「
一
四
、
三
二
二
円
」

を
「
一
三
、
九
八
五
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
七
七
円
」
を

「
六
、
二
七
二
円
」
に
、
「
一
七
、
一
六
三
円
」
を
「
一
六
、
六
九
六
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
八
五
四
円
」
を
「
六
、
六
九
三
円
」
に
、
「
一
九
、
四
〇
七
円
」
を

「
一
九
、
六
八
九
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
七
〇
円
」
を

「
七
、
〇
四
九
円
」
に
、
「
二
一
、
六
〇
一
円
」
を
「
二
一
、
五
〇
五
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳

以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
二
〇
八
円
」
を
「
七
、
〇
九
六
円
」
に
、
「
二
二
、
七
六
〇
円
」
を

「
二
二
、
八
九
八
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
九
〇
円
」
を

「
六
、
九
九
四
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
八
円
」
を
「
二
五
、
一
八
九
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
八
三
円
」
を
「
六
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
〇
九
三
円
」
を

「
二
五
、
三
一
九
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
四
二
〇
円
」
を

「
五
、
四
七
三
円
」
に
、
「
二
〇
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
二
二
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳

以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
三
、
九
七
〇
円
」
を
「
三
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
二
五
八
円
」
を

「
一
六
、
一
一
七
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
七
〇
円
」
を
「
三
、
九
四
〇
円
」

に
、
「
一
三
、
三
八
四
円
」
を
「
一
二
、
九
五
七
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
九
、
四
〇
七
円
」
を
「
一
九
、

六
八
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
二
、
七
六
〇
円
」
を

「
二
二
、
八
九
八
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
〇
九

三
円
」
を
「
二
五
、
三
一
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、

四
二
〇
円
」
を
「
五
、
四
七
三
円
」
に
、
「
二
〇
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
二
二
円
」
に
改
め

る
部
分
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
二
五
八
円
」
を
「
一
六
、
一
一
七
円
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災

害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
次
項
に
お
い

て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た

る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め

る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
補
償
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
内
払
と

み
な
す
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和４年６月10日 金曜日 福 島 県 報 第297号264



令和４年６月10日 金曜日 福 島 県 報 第297号 265

４

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
九
、
四
〇
七
円
」
を
「
一
九
、

六
八
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
二
、
七
六
〇
円
」
を

「
二
二
、
八
九
八
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
〇
九

三
円
」
を
「
二
五
、
三
一
九
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、

四
二
〇
円
」
を
「
五
、
四
七
三
円
」
に
、
「
二
〇
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
二
二
円
」
に
改
め

る
部
分
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
二
五
八
円
」
を
「
一
六
、
一
一
七
円
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災

害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
令

和
四
年
六
月
十
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ

た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
七
三
、
〇
九
〇
円
」
を
「
七
五
、
二
九
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
三
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
積
疏

水
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
五
月
十
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
六
月

二
日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
瀬
土

地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
五
月
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
六
月
二
日

認
可
し
た
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
梁
川
町

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
二
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
六
月

二
日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
八
茎
字
籏
落
一
三
九
の
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
下
草
六
〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
三
、
六
一
の
四
、
六
二
、
六

四
、
六
五
の
一
か
ら
六
五
の
四
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

───────────────────────────────────────────────────────────
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土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
八
茎
字
片
倉
一
〇
二
、
一
〇
三
、
一
三
五
、
一
三
六

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
清
風
野
一
七
一
の
二
、
一
七
三
の
七

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
上
ノ
内
一
〇
二
の
二
、
一
〇
三
の
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
上
ノ
内
一
〇
二
の
二

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

六
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
粟
刈
沢
七
四
の
二
八
、
七
四
の
六
三
か
ら
七
四
の
六
六
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

七
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
薬
王
寺
字
入
畑
九
の
三
、
一
八
、
一
九
の
一
、
二
九
の
五
、
三
六
の
一
、
三

七
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
二
、
四
一
、
六
〇
、
六
三
、
六
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
入
畑
九
の
三
、
一
八
、
一
九
の
一
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
二
、

四
一
、
六
〇
、
六
三
、
六
四

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

八
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
白
岩
字
鶴
羽
二
の
二
、
二
の
一
五
、
二
の
三
〇
、
二
の
三
三

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的



令和４年６月10日 金曜日 福 島 県 報 第297号 267

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

九
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
字
田
戸
九
五
の
二
、
九
六
、
九
七
、
九
九
、
一
〇
〇
、
一
〇
一
の
一
、
一
〇

一
の
二
、
一
〇
二
、
一
〇
五
、
一
〇
八
、
一
〇
九
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
〇
の
二
、
一
二
四
、
一

二
五

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

十
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
上
岡
字
宮
下
三
三
の
五
、
三
五
の
四
、
三
五
の
八
、
一
五
三
の
三
、
一
五
四

の
八
、
一
五
七
の
五
か
ら
一
五
七
の
七
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

大
沼
郡
金
山
町
大
字
越
川

変
更
前

Ａ

八
・
〇
〜

二
七
〇
・
〇

二
五
二
号

字
五
十
苅
一
八
〇
五
番
一

八
・
六

地
先
か
ら

Ｂ

八
・
五
〜

二
七
〇
・
〇

同

郡
同

町
大
字
越
川

一
三
・
七

字
五
十
苅
一
七
六
九
番
一

地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

八
・
〇
〜

二
七
〇
・
〇

八
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
浪
江

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
本

変
更
前

Ａ

七
・
五
〜

二
七
二
・
六

国
見
線

町
一
一
〇
番
地
先
か
ら

一
五
・
八

同

郡
同

村
草
野
字
館

東
二
九
番
地
先
ま
で

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
大

Ｂ

一
〇
・
八
〜

五
五
五
・
七
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谷
地
一
二
五
番
地
先
か
ら

三
七
・
九

同

郡
同

村
草
野
字
舘

東
二
九
番
地
先
ま
で

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
本

変
更
後

Ａ

七
・
五
〜

二
七
二
・
六

町
一
一
〇
番
地
先
か
ら

一
二
・
三

同

郡
同

村
草
野
字
館

東
二
九
番
地
先
ま
で

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
大

Ｂ

一
〇
・
八
〜

五
五
五
・
七

谷
地
一
二
五
番
地
先
か
ら

五
七
・
五

同

郡
同

村
草
野
字
舘

東
二
九
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
浪
江
国
見
線

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
大
谷
地
一
二
五

令
和
四
年
六
月
一
〇
日

番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
草
野
字
舘
東
二
九
番
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
ツ
森
溜
池
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

管
理
規
程
を
定
め
た
者
の
名
称

大
玉
土
地
改
良
区

二

管
理
規
程
の
概
要

１

貯
水
、
取
水
又
は
放
流
に
関
す
る
事
項

㈠

管
理
責
任
者
は
、
か
ん
が
い
用
水
等
を
確
保
す
る
た
め
毎
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
た
め

池
の
水
を
満
水
位
に
す
る
も
の
と
す
る
。

㈡

管
理
責
任
者
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
気
象
、
水
象
及
び
か
ん
が
い
状
況
を
考
慮
し

て
、
受
益
地
の
必
要
な
水
量
を
た
め
池
か
ら
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

た
め
池
に
貯
留
さ
れ
た
水
は
、
水
位
が
満
水
位
を
こ
え
る
と
き
、
治
水
協
定
容
量
確
保
の
必

要
が
あ
る
と
き
及
び
そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
放

流
す
る
も
の
と
す
る
。

２

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
等
を
常
に
良
好
な
状

態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係
機
関
と
の

連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
た
め
池
の
操
作
に
万
全
を
期
す
も
の
と
す
る
。
干
ば
つ

時
に
は
、
た
め
池
の
水
位
及
び
た
め
池
の
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の

指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４

た
め
池
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象
の
観
測
に
関
す
る
事
項

管
理
責
任
者
は
、
気
象
及
び
水
象
の
観
測
、
堤
体
の
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

管
理
責
任
者
は
、
管
理
日
誌
を
備
え
、
た
め
池
の
管
理
に
係
る
事
項
を
記
録
し
、
管
理
日
誌
を

理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
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権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。令

和
四
年
六
月
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
三
六
九

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
九
六
、
〇
五
六

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

選

挙

区

選

挙

区

福

島

市

七
七
、
七
一
七

田
村
市
田
村
郡

一
七
、
五
八
九

会

津

若

松

市

三
二
、
五
七
五

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村

一
八
、
五
六
一

郡

山

市

八
九
、
七
八
四

伊
達
市
伊
達
郡

二
六
、
三
一
三

い

わ

き

市

八
九
、
一
六
三

本
宮
市
安
達
郡

一
〇
、
七
七
四

白
河
市
西
白
河
郡

三
〇
、
一
九
九

南

会

津

郡

七
、
一
二
四

須
賀
川
市
岩
瀬
郡

二
六
、
一
二
二

河

沼

郡

六
、
〇
八
二

喜
多
方
市
耶
麻
郡

二
〇
、
三
七
一

大

沼

郡

六
、
九
八
四

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

一
一
、
七
二
五

東

白

川

郡

八
、
六
四
六

石

川

郡

一
〇
、
七
八
〇

二

本

松

市

一
五
、
一
五
〇

双

葉

郡

一
七
、
一
六
一


